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簡易公募型競争入札方式に係る手続開始の公示

次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。

令和５年１２月７日

分任支出負担行為担当官

東北地方整備局 郡山国道事務所長 遠藤 雅司

１．業務概要

（１）業務名

会津若松地区占用物件調査業務（電子入札対象案件及び電子契約対象案件）

（２）業務の目的

本業務は、道路占用適正化事業の一環として、路上占用物件の実態を把握
するとともに、不法占用物件の合法適正化を図るための資料を作成するもの
である。

（３）業務内容

・占用物件調査 １式（Ｌ＝１．０６㎞）

（４）履行期間 契約締結日の翌日～令和６年３月１５日

（５）本業務は、資料提出等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子

入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官（以下、「契約担当官

等」という。）の承諾を得た場合に限り電子入札に代えて紙入札方式とすること

ができる。

（６）本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行

う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい者は、契約担当官等の

承諾を得て紙契約方式に代えることができる。

（７）業務参考見積

本業務は、標準積算基準の歩掛が設定されていないため、参加表明者に業務

参考見積を依頼し、その平均的な見積を参考に歩掛を設定する。

業務参考見積提出に必要な見積条件は個別入札説明書による。

２．指名されるために必要な要件

（１）入札参加者に要求される資格

a） 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）

第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

b） 参加表明書の提出時において、東北地方整備局（港湾空港関係を除く。）

における令和5･6年度測量に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を

受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続

開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の

決定後、東北地方整備局長（以下「局長」という。）が別に定める手続に

基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。）。

c） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再

生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記b）の再認定

を受けた者を除く。）でないこと。
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d) 参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から建設

コンサルタント業務等に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。

e) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ず

る者として、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請

があり、当該状態が継続している者でないこと。

３）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（共通

入札説明書参照）。

（２）指名競争入札参加者を選定するための基準

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領に定める指名基準によ

る。

（３）参加表明書の提出者に対する要件

１）同種又は類似業務等の実績

下記[１]から[３]のいずれかの実績を有すること。ただし、[１]及び[２]

は国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工

事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成２５年度以降公示日までに完

了し、引渡済みの業務（発注者から直接請け負った者として実施した業務）

とし、[３]は平成２５年度以降公示日までに実施した研究実績とする。

［１］同種業務：道路における占用物件調査又は道路台帳整備業務

［２］類似業務：設定しない

［３］研 究：設定しない

２）[１]の実績として挙げた業務実績が６５点以上であること。ただし、「地

方整備局委託業務等成績評定要領」に基づく業務成績以外の業務は、この

限りではない。

３）個別入札説明書において示す、評価対象業務の業務評定点の平均点が６０

点以上であること。

ただし、評価対象業務の実績がない場合は、この限りではない。

４）福島県内に本店があること。

（４）配置予定技術者に対する要件

配置予定技術者に対する要件は共通入札説明書及び個別入札説明書による。

（５）入札説明書等の入手に関する要件

入札に参加しようとする者は、参加表明書提出時、入札時それぞれの期限内

において、本業務の説明書及び入札に必要な図書等、電子入札システムの調達

案件一覧中の本案件の「登録文書一覧」掲載の全ての資料（差替、変更分含む。）

について、入札しようとする者の代表者又は代理権限のある名義人のＩＣカー

ドにより、電子入札システムからダウンロードしていなければならない。ただ

し、契約担当官等の指定する方法（ＣＤ－Ｒ等による貸与等）での交付を受け

ている場合はこの限りではない。

資料をダウンロードしない者又は契約担当官等の指定する方法での交付を受

けない者は入札に参加することができない。

３．入札手続等

（１）担当部局

〒９６３-０１１７ 福島県郡山市安積荒井一丁目５

国土交通省 東北地方整備局 郡山国道事務所 経理課 契約係
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ＴＥＬ ０２４－９４６－８１６１

（２）入札説明書等の交付期間、場所及び方法

１）電子入札システムにより交付する。交付期間は公示日から入札開始日の前

日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、９時００分から１７時００分

まで。

２）やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希

望者に対しては、記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）により電子データを交付するので、

３．（１）にその旨連絡すること。

（３）参加表明書の提出期限等

提出期限：令和５年１２月１８日（月）１４時００分

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式によ

る場合は持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期限必着。）又は

託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下、「持

参等」という。)により３．（１）に提出するものとする。

（４）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

提出方法：電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式によ

る場合は持参等により３．（１）に提出するものとする。

入札期限：令和６年１月１２日（金）１４時００分

開札日時：令和６年１月１５日（月）１１時００分

４．その他

（１）手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札保証金及び契約保証金

１）入札保証金 免除。

２）契約保証金 納付又は免除。

（３）入札の無効

本公示に示した要件を満たさない者のした入札、参加表明書に虚偽の記載を

した者のした入札、無効の技術提案をした者のした入札及び入札に関する条件

に違反した入札は無効とする。

また、契約担当官等により指名された者であっても開札時に、指名停止を受

けている者または、２．に掲げる要件を満たしていない者、指名されるために

必要な要件のない者の入札については無効とする。

（４）手続きにおける交渉の有無 無。

（５）契約書作成の要否 要。

（６）関連情報を入手するための照会窓口 ３．（１）に同じ。

（７）契約図書に定める事項に違反した行為が認められた場合には、指名停止等厳

正な措置が講じられることがある。

（８）詳細は共通入札説明書及び個別入札説明書による。


